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可能になります。ただし、この場合には税法と
異なる会計処理を適用することになるため、固
定資産データを複数管理できるシステムを構築
する必要があります。

4. ビジネスパートナーとしての機能
（1）CFO人材の育成

IFRSでグループ会社の会計基準が統一されれ
ば、財務・経理人材のグローバルなトレーニン
グやローテーションを実施しやすくなります。
若いうちにグループ会社で責任あるポジション
を経験させることにより、将来のCFO人材の育
成を進められます。

（2）意思決定サポート機能の強化
これまでの施策の結果、財務・経理のリソー
スを、より付加価値の高い意思決定サポート機
能にシフトさせることが可能になります。
事業投資やM&A案件について、計画段階か

ら財務・経理を関与させることで、客観的数値
に基づいた、より緻

ち

密
みつ

な意思決定プロセスを構
築することができると考えます。

日本版SOX法対応時は準備期間が短く、制度
対応だけで手いっぱいであった企業も多かった
のではないかと思います。IFRSではアドプション
（強制適用）を待たずに前もって準備をすれば、
制度対応だけでなく、グループ経営管理の強化
に取り組むことも可能です。会計基準の根本的
な変更ともいえる、この大きな変革は、将来ま
たとないかもしれません。企業はIFRS適用を
変革の好機と認識すべきではないでしょうか。
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Ⅴ　おわりに

平成23年3月期から、セグメント情報の開
示が変わります。これまで「事業の種類別」「所
在地別」「海外売上高」という三本立てで実務
に浸透していたセグメント情報ですが、今年の
4月1日から始まる新年度では、マネジメント・
アプローチによる新セグメント情報として開示
されます。
本稿では、「マネジメント・アプローチとは

何か」という基本的な論点から、新旧会計基準
の比較、適用初年度の第1四半期における特別
な取扱いまで、導入が間近に迫ったマネジメン
ト・アプローチの基礎的な解説を行います。な
お、文中の意見にわたる部分は、筆者の私見で
あることをお断りします。

1. 適用時期・適用範囲
企業会計基準第17号「セグメント情報等の

開示に関する会計基準」（以下、新基準）は、企
業会計基準委員会（ASBJ）から平成20年3月に
公表されました。この新基準は、平成22年4月
1日以後開始する連結会計年度（事業年度）よ

り適用となり、早期適用は認められていません
（新基準第35項）。そのため、3月決算会社に
ついては平成23年3月期から一斉に適用され
ることとなります。なお、同じく開示・注記に
係る定めであった金融商品や賃貸等不動産の時
価開示とは異なり、第1四半期から適用となる
点に留意する必要があります。
また、新基準の特徴として、適用範囲に個別
財務諸表が含まれている点が挙げられます。従
来のセグメント情報は連結のみの注記項目でし
たが、新基準は連結財務諸表を作成していない
会社の個別財務諸表にも適用となる点にご注意
ください（新基準第3項）。
　

2. マネジメント・アプローチとは
実は、新基準の中でマネジメント・アプロー
チという用語が厳密に定義されているわけでは
ありません。しかし、新基準の中で示されてい
る、その特徴や長所・短所を読み解くと、実務
への影響を理解することができます。
マネジメント・アプローチとは、経営者が企
業グループの一定単位（セグメント）ごとの業
績評価や資源配分などの意思決定を行う際に用
いる財務数値を、ありのままに開示する考え方
であるといえます。　

はじめにⅠ

マネジメント・アプローチによる
新セグメント情報の開示

公認会計士　吉田　剛

マネジメント・アプローチの導入Ⅱ
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ポイントは、「ありのままに」という文言で
す。「ありのままに情報を開示したら、事業活
動上、不利になる」というご意見もあるかと思
いますが、ライバル企業は、マネジメント・ア
プローチで新たに開示される情報よりも、多く
の情報を持っているのではないでしょうか。重
視されるのは、財務諸表の利用者、すなわち投
資家の目線を経営者と同じ位置に持ってくると
いう点です。そのことが、投資家の将来予測に
資すると考えられたことから、いくらかの反論
を抑え込んで、マネジメント・アプローチは諸
外国で実行に移されました。
マネジメント・アプローチでは、すべての費

用を各セグメントに配分する必要はなく、会計
方針も連結財務諸表作成の際に用いたものと異
なっていて構いません。なぜなら、セグメント
情報として開示されるべきものは、経営者に報
告されている情報の「ありのまま」とされてい
るためです。
このアプローチの長所と短所を＜表1＞にま
とめています。

3. マネジメント・アプローチの導入の背景
国際会計基準（IFRS）の任意適用が平成22年

3月期から認められますが、将来のアドプション
（強制適用）も見据えられる中、わが国の会計
基準のIFRSへのコンバージェンスが積極的に
行われており、新基準の適用も、この流れの中で
なされたものです。このマネジメント・アプロー
チによるセグメント情報は、米国会計基準で最
初に導入された概念をIFRSが取り入れ、遅れ
て日本にもたらされました。そのため、わが国
でも米国会計基準を採用している企業では、す

でにマネジメント・アプローチによる開示が
行われており、当該企業の有価証券報告書を
EDINETなどで閲覧することで、新基準適用後
の開示のイメージがわくかもしれません。

本章では従来、セグメント情報の開示を定め
ていた「セグメント情報の開示基準」（企業会
計審議会第一部会 昭和63年5月）および改正
前の「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法
に関する規則」の規定（これらをまとめて、以
下、旧基準）と新基準を比較します。
　

1. 適用時期・適用範囲
新基準と旧基準の基本的なコンセプトや具体
的な開示項目以外の定めを＜表2＞で対比して
います。
このうち、セグメントの決定に関して、その
出発点となる事業セグメントの定義は次のとお
りです。

比較的多くの場面において経営者の裁量に依
拠することとなるマネジメント・アプローチで
すが、前記の定義に該当しないものは、事業セ
グメントとはならず、仮に経営者に個別の業績
が報告されているとしても、報告セグメントとし
て業績が区分して開示されることはありません。

▶表1　マネジメント・アプローチの長所と短所（新基準第47項、第48項）

長所 短所

•経営者の視点で企業を見ることで、投資家がその行動
を予測し、将来予測に生かすことができる
•すでに作成されている情報を開示するため、追加コス
トが比較的少ない
•セグメント区分に判断の余地が少ない
•多角化の状況を適切に反映した情報が開示される

•ありのままを開示するので、企業間比較が困難となる
•企業の組織構造に基づくため、同一企業内の時系列比
較が困難となる
•内部的な情報を積極的に開示することで事業活動の障
害となる可能性がある

•収益を稼得し、費用が発生する事業活動（内

部収益・費用を含む）

•経営者の意思決定・業績評価のため、その経

営成績を定期的に検討

•分離された財務情報が入手可能

新基準と旧基準の比較Ⅲ

例えば、収益を稼得しない、または付随的な収
益を稼得するのみである企業の本社または特定
の部門のような場合などが該当します（新基準
第7項）。
また、事業セグメントは市場の同種性などの

「集約基準」で集約することができます（新基
準第11項）。そのため、事業セグメントという
区分ごとに、そのまま開示されるわけではない
点にも留意する必要があります。
　

2. 具体的に開示される情報の比較
新基準により開示される、または開示される
可能性がある情報と、旧基準による開示情報を
＜表3＞に示しました。セグメント情報は当然、
連結ベースで開示されるので、これまで開示さ
れていなかった財務数値については、連結パッ
ケージの改訂など、必要な作業を済ませておく
必要があります。
なお、経営者にセグメント別の資産情報が提
供されていない場合には、報告セグメント別に
配賦して開示することは求められません（新基
準第79項）。

最後に、適用初年度の第1四半期における留

意点を解説します。四半期の法定開示は45日
という時間的制約があるため、正確性に加え
て、迅速性も求められることになります。適用
初年度の第1四半期のポイントをあらかじめ確
認しておくことが肝要です。
　

1. 年度の開示との異同
四半期開示は、年度の開示に比べて、その要
求事項が簡略化されています。新基準に基づく
セグメント情報も同様であり、企業会計基準第
12号「四半期財務諸表に関する会計基準」（以
下、四半期会計基準）において、注記事項が定
められています。年度との異同は＜表4＞にま
とめています。

2. 初年度の特例
四半期報告書では適時開示を優先して、多く
の事項について、前年度の決算と異なる場合に
のみ開示が要求されますが、これは定性的情報
にも当てはまります。例えば、重要な会計方針
がその典型例です。四半期では、重要な会計方
針の変更があった場合のみ開示が行われ、その
他の重要な会計方針については、年度の有価証
券報告書を参照してもらうというスタンスが四
半期開示の根底にあります。
そのため、＜表4＞にあるとおり、セグメン

ト情報における報告セグメントの概要も注記が

▶表2　新基準と旧基準の主な異同点

項目 新基準 旧基準

特徴 マネジメント・アプローチ 旧基準が定めたルールに基づき、連結財
務諸表を分解

適用範囲 連結または個別 連結のみ

セグメントの概念

開示されるおのおののセグメントは「報
告セグメント」と呼ばれる（製品・事業
活動・地理的区分などの決められたルー
ルはない）

事業の種類別に区分されたセグメントお
よび所在地別に区分されたセグメント別
に開示される

セグメントの決定
事業セグメントの識別→集約基準により
適宜集約→量的基準により開示されるセ
グメント（報告セグメント）を決定

製品系列別および所在国または所在地域
別に区分→量的基準で開示セグメントを
決定

セグメント情報の利益 特定の段階損益ではなく、経営者に報告
されている利益を開示する

営業利益または経常利益

会計方針 財務諸表作成に係る会計方針と同一であ
ることを必ずしも求められない

連結財務諸表の作成に係る方針と同一で
なければならない

適用初年度の四半期における
留意点Ⅳ
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上げています。特に、保険契約の会計処理を詳細に解説した本格的な実務書の翻訳
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後、見込まれる改訂などの解説、さらに実務上の問題点に関する解釈にまで踏み込ん
だ解説書の最新年度版です。世界各国におけるIFRS適用の事例が増える中、新たに
判明した実務上の諸問題を詳細に分析しています。IFRSの実務を把握し、問題点の
検討を行う企業担当者や会計実務者にとって必携の一冊です。

本書は、一般的な企業が国際会計基準（IFRS）へ移行するに当たり、実務上、検討
しなければならない主要かつ重要な項目を取り上げ、平易に解説したIFRS入門書で
す。各項目を勘定科目別にまとめ、基準書のレファレンスも示しており、科目別の
検討も容易になっています。ポイントや解説、設例に加え、実務上の論点も分かり
やすく記載しています。
IFRS移行に当たって検討すべき事項を科目別にチェックするきっかけとして、本書
は大変有用な一冊です。
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本書は、デューデリジェンスを経営者が総合的に理解し、経営に有効活用すること
で経営リスクを減らしていくための指針となる実務書です。事業、財務、税務、法
務、IT、人事、年金、不動産、環境、知的財産などのデューデリジェンスを網羅し、
周辺知識としてM&Aの概要、統合後の実務対応やクロスボーダーM&Aなどにも言
及しています。M&A・事業提携・資産買収の総合的な理解に役立つ必携の一冊です。
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▶表3　開示情報の新旧比較

新基準 旧基準
報告セグメント別の利益 セグメント別の営業利益※1

報告セグメント別の資産 セグメント別の資産
報告セグメント別の負債※2 ─
報告セグメント別の売上高
（セグメント間内部売上または振替を含む）※3

セグメント別の売上高（セグメント間内部売上
または振替を含む）および営業費用

報告セグメント別の減価償却費※3 セグメント別の減価償却費
報告セグメント別ののれん・負ののれんの償却額、受取利息お
よび支払利息、持分法投資損益、特別利益および特別損失（そ
れらの主な内訳）、税金費用、重要な非資金損益項目※3

─

報告セグメント別の持分法適用会社への投資額、有形・無形固
定資産の増加額※4

セグメント別の資本的支出

報告セグメントの概要（決定方法・製品およびサービスの種類） セグメントの区分方法・主要製品の名称または
事業の内容

測定方法・差異調整 ─
製品およびサービスに関する情報（製品等別売上高） 事業の種類別セグメント
地域に関する情報（売上高・有形固定資産） 海外売上高
主要な顧客に関する情報（売上高等） ─
報告セグメント別の減損損失 セグメント別の減損損失
報告セグメント別ののれん ─

※1　経常利益を開示することも可能です。
※2　経営者に報告されている場合のみ開示が求められます。
※3　セグメント利益の算定に含まれている、または経営者に報告されている場合には開示する必要があります。
※4　セグメント資産の算定に含まれている、または経営者に報告されている場合には開示する必要があります。

省略されます。しかし、適用初年度に限っては
前期の有価証券報告書に該当の記載がないた
め、各四半期でその開示を求める規定となって
います（平成21年内閣府令第5号附則第6条第
3項、第7条第3項）。
また、適用初年度の各四半期では、四半期決

算における開示の迅速性を重視する観点から、

新基準へ組み替えた比較情報が不要とされてお
り、旧基準に準拠したセグメント情報のみが開
示されます。また、著しい変動があった場合の
資産情報や測定方法、またはセグメント区分に
変更があった場合の注記も不要とされています
（四半期会計基準第28-3項）。

▶表4　セグメント情報の年度・四半期の比較

項目 年度 四半期
報告セグメントの概要 必須 不要※1

売上高・利益 必須 必須
資産 必須 著しい変動があった場合のみ※1

負債・その他重要な項目 必要に応じて 不要
差異調整に関する事項 必須 利益の差異調整のみ
測定方法 必須 重要な変更があった場合のみ※1

セグメント区分の変更 必須※2 必須※1 ※2

減損損失 必須 重要な損失が発生した場合のみ
のれん 必須 重要な影響があった場合のみ

※1　初年度の特例があります。
※2　セグメント区分の変更があった場合に、一定の注記が求められます。




